
令和２年第８回農業委員会総会 

 

 

１ 日  時  令和２年８月２５日（火） 

        午前１０時００分～午前１０時０８分 

 

２ 場  所  大竹市役所４階第２会議室 

 

 

 

３ 出席委員 

（農業委員） 

議 席

番 号 
氏    名 

議 席 

番 号 
氏    名 

１ 正木 靜夫 ６ 古木 麻知子 

２ 石井 昌嗣 ７ 島原 順二 

３ 東田 保夫 ８ 田中 博幸 

４ 丸小  操 ９ 橋村 實男 

５ 小川 裕希恵   

（最適化推進員） 

議 席

番 号 
氏    名 

議 席 

番 号 
氏    名 

 大江 達也  田中 弘明 

 

 

４（欠席委員）        

議 席

番 号 
氏    名 

議 席 

番 号 
氏    名 

    

    

 

 

５ 出席職員 

職 名 氏    名 職 名 氏    名 

事 務 局 長   前田 新吾 事務局主幹兼農地係長   川本 義典 

事務局長補佐   野島 史雄 事務局書記   早川 正二 
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６ 議題日程 （１） 

上程順序 議題番号 内      容 

 

日程第１ 

 

 

日程第２ 

 

議案第１３号 

 

 

議案第１４号 

 

 

非農地証明の申請について 

 

 

大竹市農用地利用集積計画（第９２期）

の決定について 
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事務局長 

 ご起立ください。ただ今から，令和２年第８回大竹市農業委員会総会を開催いたし

ます。一同，ご礼，ご着席下さい。 

正木会長  委員の皆様，公私ご多用の中，第８回大竹市農業委員会にご出席いただきありがと
うございます。本日の出席委員は１１名中１１名で定足数に達しておりますので，こ

れより，令和２年第８回大竹市農業委員会総会を開会いたします。この際，本日の議

事録署名委員は，大竹市農業委員会会議規則第１７条第２項の規定により，会長にお

いて２番石井昌嗣委員，３番東田保夫委員を指名いたします。よろしくお願いいたし

ます。 

これより，日程第１議案第１３号非農地証明の申請についてを議題といたします。

本件について，事務局より説明を求めます。 

事務局（川本） 

それでは議案第１３号非農地証明の申請についてをご説明いたします。議案書は２

ページ，地図は３ページをご覧ください。所在は，元町一丁目○○番○○，登記地目

は田，面積は１７７㎡の土地です。 

申請人は，大竹市元町三丁目にお住いの○○ ○○さんです。申請理由は地目変更

のためです。かい廃年月日は昭和３３年１月２９日に○○番地に家屋の登記がありま

す。場所は，中市立戸線より小瀬川側に一本入った一方通行路沿いにある土地になり

ます。かい廃年月日については，建物の建築年を記載しており，建築年は，申請人に

根拠資料として提出していただきました登記記載事項証明書の写しで確認しており

ます。この土地に木造かわらぶき平屋の住宅が建っております。住居表示では元町一

丁目○○番○○号となります。 

お手元にお配りしました資料１をご覧ください。広島県が作成しました農地法関係

事務処理ガイドラインから抜粋しました「農地法に関する各種証明事務取扱ガイドラ

イン」の非農地証明に関するものです。３ページをお開きください。ここに非農地証

明の対象としないものとしてカッコつきの番号で７項目挙がっております。今回の申

請地は，このなかの（１）に該当するものです。昭和２７年１０月２１日以降の人為

的な潰廃地，いわゆる無断転用地は非農地証明の対象としないとなっておりますが，

但し書きで，転用の事実行為からおおむね２０年以上が経過しており，農地転用行政

上も支障がないものと認められる土地については非農地証明の対象にできることが

明記されております。 

本案件は，この事務取扱ガイドラインに当てはまる事案と考えます。 

以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いします。 

正木会長  続きまして，本件について地区担当委員の説明を求めます。４番丸小委員お願いい
したします。 

丸小委員 

 現況は居住されている木造の建物が建っておりますので，問題無いと思われます。

以上です。 
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正木会長 

続きまして，本件について現地調査員の意見を求めます。７番島原委員お願いいた

します。 

島原委員 

 現地周辺は道路や駐車場で，畑はなく建物が建っている状況でしたので，問題は無

いと思います。 

正木会長 

本件につきまして，質疑及び意見はございませんか。 

（質疑及び意見なしの声） 

正木会長 

質疑及び意見はなしと認めます。お諮りいたします。 

本件につきまして，申請のとおり証明することに決して，ご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

正木会長  

ご異議ございませんので，本件について申請のとおり証明することに決定されまし

た。続きまして，日程第２の議案第１４号大竹市農用地利用集積計画第９２期の決定

についてを議題といたします。それでは，本件について事務局より説明を求めます。 

事務局（川本） 

それでは議案第１４号大竹市農用地利用集積計画第９２期の決定についてにつき

まして，７月２８日付けで大竹市長から審議の依頼がありましたのでご説明いたしま

す。議案書は 4ページから６ページ，地図は７ページをご覧ください。利用権の設定

を受ける方は，松ケ原町にお住まいの○○ ○○さん，利用権を設定する方は同じく

松ケ原町にお住まいの○○ ○○さんです。申請地は松ケ原町字大畠○○外１筆で，

面積は合計１,２３９㎡，利用権の種類は使用貸借です。今回が初めての申請で、令

和７年８月３１日まで，５年間の契約を結ぶものです。 

以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いします。 

正木会長 

続きまして，本件について地区担当委員の意見を求めます。３番東田委員お願いい

たします。 

東田委員 

この地は○○さんと○○さんが共同で野菜を作られておりました。○○さんがお亡

くなりになられましたので，○○さんがそのまま野菜を作りたいということでした。 

正木会長 

本件につきまして，質疑及び意見はございませんか。 

（質疑及び意見なしの声） 

正木会長 

質疑及び意見はなしと認めます。お諮りいたします。 

本件については，計画のとおり決してご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 
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正木会長  ご異議ございませんので，本件については計画のとおり決定されました。 

お諮りいたします。本日議決された各案件のうち，字句，数字その他，整理を要す

るものにつきましては，その整理を会長に委任されたいと思いますが，これにご異議

ございませんか。 

（異議なしの声） 

正木会長 

異議なしと認めます。 

よって，案件のうち字句，数字その他，整理を要するものにつきましては，その整

理を会長に委任することに決定されました。 

 以上をもちまして，令和２年第８回大竹市農業委員会総会を閉会いたします。 

事務局長 

 ご起立ください。一同，ご礼。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


